
 

 

宝塚市DX推進計画策定支援補助金交付要綱 

 

 （通則） 

第１条 宝塚市DX推進計画策定支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に関しては、

補助金等の取扱いに関する規則（平成元年規則第１９号）の定めるところによるほか、

この要綱に定めるところにより行うものとする。 

（目的） 

第２条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大により変容した社会において、市

内事業者のデジタル化を促進することで、経営課題の解決や事業の変革を図り、もって

本市経済の活性化を図ることを目的とする。 

 （補助金の交付対象） 

第３条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、DX推進計画策定に要する経費

の一部を補助するものとし、当該補助対象者、事業等（以下「補助事業」という。）の

内容、補助金の額等に関しては、別表第１に掲げるとおりとする。 

 （事前申請） 

第４条 補助金の交付を希望する事業者は、補助金交付事前申請書（様式第１号）を令和

４年６月３０日又は市長が指定する期日までに提出しなければならない。 

 （本申請） 

第５条 前条の規定により事前申請した事業者のうち、補助金の交付を受けようとする

事業者は、補助金交付本申請書（様式第２号）、策定した計画及び別表第２に掲げる

書類を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。 

 （補助金審査委員会） 

第６条 市長は、前条の規定により申請のあった交付申請書に記載された内容について、

第２条に定める内容にかかる適合性を審査するため、宝塚市DX推進計画策定支援補助金

審査委員会（以下、「審査委員会」という）を置く。 

２ 審査委員会は、市長が別に定める審査委員会設置基準に基づき、交付申請書等の記載

内容について、補助金の交付の適否を審査し、その結果を市長に報告する。 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の審査会の報告内容により、当該申請に係る補助金を交付すべきも

のと認めたときは、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする。 

２ 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があ



 

 

ると認めるときは、条件を付することができる。 

３ 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書（様式第３

号）により該当の事業者等（以下、「補助事業者」という。）に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、市から補助金の支払

いを受けようとするときは、補助金請求書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （実績・進捗報告書） 

第９条 補助事業者は、交付決定日の属する年度を含む４年度間にわたり各年度の末日

までに実績・進捗報告書（様式第５号）により策定した計画の進捗などを市長へ報告

するものとする。 

 （策定計画中止又は廃止） 

第１０条 補助事業者は、補助事業により策定した計画の内容を令和５年３月３１日まで

に中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ策定計画中止（廃止）報告書（様式

第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消） 

第１１条 市長は、補助事業者が令和５年３月３１日までに次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１） この要綱の規定に違反したとき。 

  （２） 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

 （３） 虚偽その他不正な行為等により補助金を受けたとき。 

２ 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書

（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条第１項の規定による取消しを決定した場合において、当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から１５

日以内の期間を定めて、その返還を命ずることができる。  

２ 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができ

る。 

 （帳簿の備付け） 

第１３条  補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を



 

 

備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の

翌年から５年間保存しなければならない。 

 （他の補助金との調整等） 

第１４条 補助対象となる経費について、他の助成金、交付金その他これらに類する補

助金の交付を受けたときは、この要綱に基づく支援金の交付を受けることができない。 

 （補則） 

第１５条  補助事業者は、補助金の交付等に関し国又は県、並びに市から指示がある場合

は、その指示に従わなければならない。 

２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に市長が定め

る。 

   附 則 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和４年５月  日から施行する。 

 （要綱の失効）  

２ この要綱は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。



 

 

別表第１（第３条関係）                                 

補助対象者 

以下の条件を全て満たすもの 

（１）市内事業者（規模、法人・個人を問わない） 

（２）引き続き市内で事業を継続する意思があること 

（３）市税の滞納がない事業者 

（４）宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第６号。

以下「暴力団排除条例という。」第２条第１号に規定する暴力団又は

同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと 

（５）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）の適用を受ける業種を除く。 

補助事業の内

容、補助対象経

費 

DX推進計画を策定するために要した経費への補助 

 ①専門家招聘費用  ②セミナー等への参加費 

※消費税及び地方消費税相当分については補助対象経費から除外する。 

補助の限度額 

補助率 

上限２５万円 

補助対象経費の１／２以内 

 

別表第２（第５条関係） 

提出書類 

・補助金交付申請書（様式第２号） 

・DX推進計画書 

・収支決算書、経費内訳書（様式第２－①） 

・暴力団排除誓約書（様式第２－②） 

添付書類 

・直近の確定申告書または履歴事項全部証明書（発行日から６か月以内の

もの） 

 


